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し
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。



衆
議
院
議
員
塩
崎
恭
久
君
提
出
国
家
公
務
員
の
退
職
管
理
お
よ
び
再
就
職
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
。
以
下
「
退
職
管
理
政
令
」
と
い
う
。
）
は
、

現
在
も
効
力
を
有
し
て
い
る
。

退
職
管
理
政
令
が
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
に
施
行
さ
れ
た
際
に
お
け
る
退
職
管
理
政
令
附
則
第
二
十
一
条
は
、
国

家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
等
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政

令
第
百
十
六
号
）
に
よ
り
改
正
さ
れ
、
本
年
一
月
一
日
以
降
、
退
職
管
理
政
令
附
則
第
七
条
と
な
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

退
職
管
理
政
令
の
施
行
後
、
現
在
ま
で
に
、
退
職
管
理
政
令
に
基
づ
き
再
就
職
等
監
視
委
員
会
の
権
限
を
内
閣
総
理
大
臣

が
行
使
し
た
例
は
、
な
い
。

三
に
つ
い
て

退
職
管
理
政
令
附
則
第
七
条
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第

十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
委
任
の
範
囲
内
で
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号

一



）
に
規
定
す
る
再
就
職
等
規
制
の
例
外
の
承
認
等
の
権
限
は
、
今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
に
お
い
て
新
た
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
中
立
公
正
の
第
三
者
機
関
で
あ
る
再
就
職
等
監
視
・
適
正
化
委

員
会
が
行
使
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
同
委
員
会
の
設
置
に
伴
い
、
退
職
管
理
政
令
附
則
第
七
条
の
規
定

を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

二


